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5 G サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

 
第１章～第 10章 （略） 

 
第 12章 雑則 

 
第 64条～第 73条 （略） 
 
   （ahamo インターネット接続サービス等の利用等） 
第 74 条 ５Ｇ契約者（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者に限ります。）は、ahamo インターネット接続サー
ビス（当社が別に定める協定事業者が提供するインターネットサービス（当社がその協定事業者との相互接続協定に基づき別に
定めるものに限ります。）を利用できるようにするものをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。この場合におい
て、ahamo インターネット接続サービスの提供条件については、当社が別に定めるところによります。  

２  (略)  
 
 
 
 
 
３ ５Ｇ契約者（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の料金種別を選択している者に限ります。）は、ドコモ 

mini インターネット接続サービス （当社が別に定める協定事業者が提供するインターネットサービス（当社がその協定事業者との
相互接続協定に基づき別に定めるものに限ります。）を利用できるようにするものをいいます。以下この条において同じとします。）を
利用することができます。この場合において、ドコモ mini インターネット接続サービスの提供条件については、当社が別に定めるところ
によります。  

４ 当社は、ahamo インターネット接続サービス、ドコモ mini インターネット接続サービス及びインターネット接続サービスに規定する
利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。  

５ 電波状態等により、ahamo インターネット接続サービス、ドコモ mini インターネット接続サービス及びインターネット接続サービスを
利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は責任を負わないものとします。 

 
第 75条～第 84条 （略） 
 

第 13章 （略） 
  
料金表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能等 
１  付加機能 

(1)  (2)及び(3)以外のもの 

種 類 

(略) 

my daiz（有料・spモード）/my daiz（有料・irumo）/ my daiz（有料・ドコモ mini） 

 
     第１章～第 11章 （略） 
 
     第 12章 雑則 
 
第 64条～第 73条 （略） 
 
   （ahamo インターネット接続サービス等の利用等） 
第 74 条 ５Ｇ契約者（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者に限ります。）は、ahamo インターネット接続サー
ビス（当社が別に定める協定事業者が提供するインターネットサービス（当社がその協定事業者との相互接続協定に基づき別に
定めるものに限ります。）を利用できるようにするものをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。この場合におい
て、ahamo インターネット接続サービスの提供条件については、当社が別に定めるところによります。  

２  (略)  
３ ５Ｇ契約者（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の料金種別を選択している者に限ります。）は、

irumo インターネット接続サービス （当社が別に定める協定事業者が提供するインターネットサービス（当社がその協定事業者と
の相互接続協定に基づき別に定めるものに限ります。）を利用できるようにするものをいいます。以下この条において同じとしま
す。）を利用することができます。この場合において irumo インターネット接続サービスの提供条件については、当社が別に定めると
ころによります。  

 
 
 
 
 
４ 当社は、ahamo インターネット接続サービス、irumo インターネット接続サービス及びインターネット接続サービスに規定する利用
に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。  

５ 電波状態等により、ahamo インターネット接続サービス、irumo インターネット接続サービス及びインターネット接続サービスを利用
して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は責任を負わないものとします。 

 
第 75条～第 84条 （略） 
 

第 13章 （略） 
  
料金表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能等 
１  付加機能 

(1)  (2)及び(3)以外のもの 

種 類 

(略) 

my daiz（有料・spモード） 
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(略) 

 

 
(2)～(3) （略） 

 
２ （略） 
（注） （略） 

 
別表３～別表７ （略） 
 
 
 
   附 則（令和７年５月 20日経企 000600000476-01号） 
 （実施期日） 
１ この改正規定は、令和７年６月５日から実施します。 
 （料金等の支払いに関する経過措置） 
２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりと
します。 
（irumo インターネット接続サービスに関する経過措置） 
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている irumo インターネット接続サービスの料金その他の提供条件に
ついては、当社が別に定めるところによります。 

 
 
 

my daiz（有料・irumo） 

(略) 
 
(2)～(3) （略） 

 
２ （略） 
（注） （略） 
 
別表３～別表７ （略） 
 
  
 
 

 
 
 
 
 


